
担
当　

広
聴
人
権
課　

1
０
４
６
（
２
５
２
）
８
４
８
３　

5
０
４
６
（
２
５
２
）
０
２
２
０

広報ざま【座間市のお知らせ】No.１０９９　　令和２年（２０２０年）５月１５日●7

　また、個人情報保護条例を定め、
市の保有する個人情報の開示・訂正
および利用停止を求める権利を明ら
かにし、個人情報を適正に管理し、
利用しています。個人情報の開示請
求件数は２４件で、この取り扱いに対
する審査請求はありませんでした。
　それぞれの処理状況は、表１、表
２の通りです。
表１　情報公開請求の処理状況

表２　個人情報保護制度における開
示請求の処理状況

担当 文書法制課
1０４６（２５２）８１４４　5０４６（２５５）３５５０

２０２０年工業統計調査を実施

　総務省と経済産業省では、製造事
業者を対象に２０２０年工業統計調査を
６月１日時点で実施します。
　この調査は、国の工業の実態を明
らかにすることを目的とした統計法
に基づく重要な基幹統計調査です。
調査結果は中小企業施策や地域振興
などの基礎資料として利活用されま
す。調査をお願いする事業所には、
５月中旬～６月にかけて、調査票が
直接郵送されますので、調査票への
ご回答をお願いします。調査員によ
る回収がなくなり、インターネット
での回答か郵送提出による回答のみ
となりました。
　なお、調査票にご記入いただいた
内容は、統計作成の目的以外に使用
することはありません。秘密が厳守
されますので、正確なご記入をお願
いします。
担当 情報システム課

1０４６（２５２）８３７９　5０４６（２５５）３５５０

神奈川県内交通事故多発中

　令和２年に入り、県内において交
通死亡事故が多発しています。４月
２９日現在、５３人の方が亡くなられて
おり、１月７日以降、全国ワースト
２位となっています。交通事故の形
態として、歩行中に交通事故に遭い
亡くなられた方の割合が多く、その
うち高齢者（６５歳以上）が半数以上
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お問い合わせやお申し込みは開館日時をご確認の上、ご連絡ください。市役所は原則として祝・休日や年末年始を除く月曜～金曜日の午前８時３０分～
午後５時１５分にお願いします。なお、ファクスでお申し込みの場合は、「件名」、「連絡先」など必要事項を明記してください。

となっています。
　また、市内においても既に１人の
高齢者が交通事故に遭い、亡くなら
れています。運転者は「歩行者優先
意識」を、歩行者は「ルールを守っ
た正しい横断」を再確認して事故を
防ぎましょう。
◆高齢者の交通事故防止
　高齢者が運転する自動車による事
故が増えています。いま一度ご家族
などと相談の上、運転免許証の自主
返納について検討しましょう。
担当 市民協働課

1０４６（２５２）８１５８　5０４６（２５５）３５５０

光化学スモッグなどの
発生にご注意を

　光化学スモッグは、工場や自動車
などの排出ガスに含まれている窒素
酸化物や揮発性有機化合物が紫外線
を受けて光化学反応を起こし、汚染
物質（光化学オキシダント）を生成
することにより発生し、喉や目に痛
みがでることがあります。
　注意報発令時は、駅や学校などに
黄色い看板を掲示し、防災無線と緊
急情報いさまメールで皆さんに注意
を呼び掛けますので、屋外での激し
い運動は控えましょう。また、微小
粒子状物質（ＰＭ２．５）も県から高濃
度予報などを受信した場合、防災無
線と緊急情報いさまメールでお知ら
せしますので、不要不急の外出を控
え屋外での激しい運動は控えましょ
う。　
担当 環境政策課

1０４６（２５２）８２１４　5０４６（２５７）７７４３

落書き消去物品の貸し出し

　市では、市内在住の方や市内事業
者、市内物件所有者を対象に、自宅
や事業所などの塀や壁などに書かれ
た落書きを消去できるように、落書
き消去活動支援として消去物品（消
去用スプレー・ペンキなど）を貸し
出します。
　詳しくは、担当へお問い合わせく
ださい。
申請方法＝市役所４階環境政策課で
配布する申請書（市ホームページか
らダウンロード可）に必要事項を明
記の上、直接担当へ
◆落書きは犯罪です
　落書きは、街の美観を損ねるだけ
ではなく、周囲の人に不快感を与え、
さらには地域の環境・治安を悪化さ
せ、犯罪へとつながる危険性があり
ます。
　落書きをしている人を見つけたら、
すぐに警察に通報してください。
担当 環境政策課

1０４６（２５２）７６７５　5０４６（２５７）７７４３

広報ざまをマイ広報紙に登録

　マイ広報紙（https://mykoho. 
jp/）は、 自治体などが発行する広報
紙データを収集し、インターネット
で無料配信するサービスで、（一社）
オープン・コーポレイツ・ジャパン
が自治体広報紙のオープンデータの
利活用実証研究として開発し、各自
治体の協力を得て推進しています。
パソコンやスマートフォンで利用で
き、記事のキーワードを入れて検索
すると、掲載された広報紙の記事の
一覧表示や、他の自治体の広報紙を
まとめてチェックすることができま
すので、ぜひ、ご利用ください。※
利用料や市の費用負担はありません。
担当 市政戦略課

1０４６（２５２）８３２１　5０４６（２５５）５０９０

防災行政無線によるＪアラート
全国一斉情報伝達試験

　全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）から送られてくる緊急情報を市
の防災行政無線を用いて確実に市民
の皆さんへ伝えるための伝達試験を
実施します。
　Ｊアラートは、地震などの災害時
や武力攻撃時に、国が人工衛星など
を用いて瞬時に緊急情報を伝達する
システムです。
とき＝５月２０日（水）午前１１時から 
放送内容＝「これはＪアラートのテ
ストです」を３回繰り返した後に、
「こちらは防災ざまです」
担当 危機管理課

1０４６（２５２）７３９５　5０４６（２５２）７７７３

家屋を取り壊したとき、
新築・増築したときは連絡を

　家屋（物置などを含みます）を取
り壊したり、新築・増築すると、翌
年度から固定資産税・都市計画税の
税額が変わります。登記が遅れる場
合は、お早めに担当へご連絡くださ
い。
担当 固定資産税課

1０４６（２５２）８０４７　5０４６（２５５）３５５０

情報公開制度・個人情報保護制度の
運用状況

　市では、情報公開条例を定め、市
が保有する行政情報を公開すること
で、市の活動状況を明らかにしてい
ます。令和元年度の情報公開請求件
数は４０件で、この取り扱いに対する
審査請求はありませんでした。

生産緑地地区の指定申し出事前相談

　市では、生産緑地地区の指定申し
出に係る事前相談を受け付けます。
とき＝５月１８日（月）～２９日（金）
午前８時３０分～午後５時１５分　とこ
ろ＝市役所４階農政課
※４月１日から、座間市生産緑地地
区に定めることができる区域の規模
に関する条例が施行されたことによ
り、生産緑地地区における面積要件
が５００平方メートルから３００平方メー
トルに緩和されました。
担当 農政課

1０４６（２５２）７６０１　5０４６（２５５）３５５０

農地の無断転用はいけません

　市農業委員会では、農地を保全す
るため農地パトロールを実施してい
ます。これは、大切な農地が無断で
資材置場や建設残土の捨て場などに
転用されていないかを巡視するもの
です。
　許可を受けないで農地の転用をし
た場合は、農地法違反で厳しい罰則
があります。農地転用には法律上の
制限がありますので、事前に地域の
農業委員や担当へご相談ください。
担当 農業委員会事務局

1０４６（２５２）７３９７　5０４６（２５５）３５５０

新型コロナウイルス感染症の
拡大を防ぐために

◆外出時に気を付けるポイント
　新型コロナウイルスは
「換気が悪い密閉空間」
「多くの人が密集する空間」
「近距離（互いに手を伸ばしたら届
く距離）での会話や発声する空間」
で集団感染が起こりやすいといわれ
ています。このような場所は避けま
しょう。また県からの外出自粛要請
期間中は、不要不急の外出は避けま
しょう。
◆受診の目安・相談先
　風邪の症状や３７．５度以上の発熱、
強いだるさ（ 倦  怠 感）、息苦しさが

けん たい

４日以上（高齢者、妊婦や基礎疾患
のある方は２日以上）続いた場合は、
次の相談先へ連絡してください。
相談先＝▽帰国者・接触者相談セン
ター（県庁内）＝1０４５（２８５）１０１５※
厚木保健福祉事務所での電話相談は
なくなりました。▽県新型コロナウ
イルス感染症専用ダイヤル＝1０４５ 
（２８５）０５３６　5０４５（６３３）３７７０（受付時
間午前９時～午後９時）▽厚生労働
省電話相談窓口（コールセンター）
＝7０１２０（５６５）６５３　 5０３（３５９５）２７５６
（受付時間午前９時～午後９時）
担当 健康づくり課

1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０

２３件全部公開

１２件部分公開

１件非公開

１件文書不存在

３件請求取り下げ

０件却下

４０件計

１１件全部開示

１１件部分開示

０件不開示

２件文書不存在

０件請求取り下げ

０件却下

２４件計
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関係者を除く）　任命期間＝８月中
旬～１０月下旬予定　業務内容＝説明
会への出席、担当調査区内の地図な
どの作成、調査票の配布・回収、未
提出世帯への訪問、市への調査票の
提出など　報酬＝国の基準により担
当調査区数などに応じた額　応募方
法＝電話または市役所５階情報シス
テム課で配布する申込書（市ホーム
ページからダウンロード可）に必要
事項を明記し、６月１２日（金）まで
に直接担当へ※緊急事態宣言中は電
話、ファクスでの申し込みをお願い
します。
担当 情報システム課

1０４６（２５５）１１１１（内線３３２０）
5０４６（２５５）３５５０

◆フルタイム会計年度任用職員（環
境整備員）
募集人数＝２人程度　応募資格＝な
し　業務内容＝ごみの収集など　勤
務期間＝７月１日～９月３０日　勤務
日時＝月曜～金曜日午前８時３０分～
午後５時　勤務場所＝クリーンセン
ター　賃金＝月給２０５，９６８円　選考 
方法＝面接（５月２８日（木）予定） 
応募方法＝５月２２日（金）までに市
販の履歴書（写真貼付）に必要事項
を記入し、本人が直接同センター（入
谷西２－５２－１４）へ※受け付けは土
曜・日曜日、祝・休日を除く午前８
時３０分～午後５時。
担当 クリーンセンター

1０４６（２５２）８７２４　5０４６（２５２）７６４１

�

◆市へ
▽手作りマスク大人用２００枚、子ども
用１５４枚＝上野直紀
◆地域福祉ふれあい基金へ
▽１２万円＝有限会社日栄ハイム
◆市内小学校へ
▽児童用マスク６，３００枚＝株式会社 
厚木教材社

�

　このコーナーに掲載を希望する場
合は、掲載希望号発行日の１カ月と
１日前までに、市役所３階市政戦略
課で配布する掲載依頼用紙（市ホー
ムページからダウンロード可）に必
要事項を明記し、市政戦略課に提出
してください。なお、必ず掲載でき
るものではありませんので、ご了承
ください。
○各種相談
精神保健・認知症相談
とき＝①６月２４日（水）午後１時３０
分～４時３０分②随時（月３回程度） 
ところ＝①座間市役所②厚木保健福
祉事務所　内容＝心の病気、アルコ
ール・薬物などの依存症、認知症の
相談　申込方法＝電話で問い合わせ
先へ　問い合わせ先＝厚木保健福祉
事務所1０４６（２２４）１１１１

善意のともしび 
（敬称略） 

みんなの広場 

昭和３７年度～５３年度生まれの
男性の方へ「風しん対策」

　県内で風しんの感染報告が増えて
います。
　風しんは飛沫感染します。１人の
感染者から免疫のない人５～６人に
感染するほど非常に強い感染力があ
り、職場や通勤途中で感染が広がる
可能性があります。
　風しんに対する抗体の量が少ない
とされている４０～５０歳代の男性に対
し、抗体検査が無料となるクーポン
を発行します。
【風しん抗体検査・予防接種クーポ
ン】
対象者＝市内在住の男性で▼昭和３７
年４月２日～昭和５４年４月１日生ま
れの方（既にクーポンを利用して抗
体検査を受けた方を除く）▼昭和４７
年４月２日～昭和５４年４月１日生ま
れの方（令和元年６月中旬にクーポ
ンを配布済み。前年度のクーポンも
期限を延長しており使用可）※平成
２６年４月１日以降に抗体検査を受け、
十分に抗体を保有している方は抗体
検査の必要はありません。　有効期
限＝令和３年２月まで※予防接種は
抗体検査で予防接種が必要となった
方のみクーポン利用の対象。　費用
＝無料　申込方法＝電話で直接指定
医療機関へ予約※指定医療機関につ
いては厚生労働省ホームページ（w 
ww.mhlw.go.jp） をご覧ください。
担当 健康づくり課

1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０

風しんに対する市の緊急対策

　風しんに対する免疫を持たない女
性が、妊娠中（特に妊娠初期）に風
しんに感染すると、胎児が白内障、
先天性心疾患、難聴などを主な症状
とする先天性風しん症候群にかかる
恐れがあります。
　風しんを防ぐにはワクチン接種が
最も効果的です。市では緊急対策と
して、風しんの予防接種費用の一部
助成を実施します。
　希望者は、協力医療機関へ予約し
てから予防接種を受けてください。
　また、神奈川県では風しんの抗体
（免疫）の有無を調べる検査を実施
しています。詳しくは、神奈川県ホ
ームページ （https://www.pref.ka 
nagawa.jp/docs/ga４/cnt/f４２０４５ 
４/）をご覧ください。
【風しん予防接種費用助成制度】
対象＝接種日当日に市内在住者で、
次に該当する方（風しんに確実に罹    

り

 患 したことがある方、風しん（麻し
かん

ん風しん混合（ＭＲ）・麻しん風し
んおたふくかぜ混合（ＭＭＲ）含む）
の予防接種を受けたことがある方、
妊娠中の方を除く）
　● １９歳以上で妊娠を予定または希望
している女性
　● 妊娠している女性の１９歳以上の夫
（子の父親）※未成年者は保護者の
同伴または同意書が必要です。
◆注意事項
　女性が接種した場合は、接種後２

カ月は妊娠を避けてください。※妊
娠していることを知らずに風しんワ
クチンを接種し、風しんワクチンウ
イルスが胎盤に感染した例がありま
す。ワクチンウイルスにより先天性
風しん症候群を起こしたという報告
はありませんが、起こす恐れがあり
ますので、接種後一定期間妊娠を避
ける必要があります。
接種場所＝市協力医療機関　接種ワ
クチン＝ＭＲ（麻しん風しん混合）
ワクチン、風しんワクチン※ＭＲ（麻
しん風しん混合）ワクチンは麻しん
（はしか）・風しんの両方に予防効
果があります（現在、風しん単体ワ
クチンの供給量が大変不足しており、
風しん単体ワクチンの接種を希望し
ても医療機関によっては、予約が困
難または受け付けをお断りする場合
があります）。　助成額＝▽ＭＲ（麻
しん風しん混合）ワクチン＝１回当
たり７千円▽風しん単体ワクチン＝
１回当たり４千円※接種をされた方
は、接種費用から上記の助成額を引
いた差額を医療機関へお支払いくだ
さい。予防接種ができなかった場合
でも、予診料（診察料）が掛かるこ
とがあります。また、支払金額は保
険診療外のため医療機関によって異
なります。費用については直接各医
療機関へお問い合わせください。 
持ち物＝住所などが確認できるもの
（健康保険証など）、妊娠している
女性の配偶者は出生予定の子どもの
母子健康手帳
担当 健康づくり課

1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０

チャレンジデーＺＡＭＡ２０２０
～自宅でできる運動～

　自宅で一人でもできる運動の紹介
動画を、日本体操研究所の木下祐一
さん監修の下、作成しました。
　座間市公式チャンネル（YouTube）
で５月１日から配信していますので、
ぜひご視聴ください。
　なかなか外出できない方でも運動
不足解消に役立てることができます
ので、運動にチャレンジしてみてく
ださい。
　動画は右記の２次元
バーコードか You 
Tube「座間市公式チ 
ャンネル」で検索してください。
※５月２７日（水）に開催予定の「チ
ャレンジデーＺＡＭＡ２０２０」の一斉
開催は中止となりました。
担当 スポーツ課

1０４６（２５２）８１７７　5０４６（２５５）３５５０

紙おむつ等育児用品支給事業
「ざまりんすくすくギフト」

　紙おむつなどの育児用品を子ども
一人につき１回、１万円分まで支給
する市独自の制度です。専用のカタ
ログから好きな品物を注文すること
ができます。
対象＝市に住民登録がある０歳児の
保護者（転入者含む）　育児用品の
例＝紙おむつ、お尻拭き、体温計、
綿棒、哺乳瓶、ベビーソープなど　

申請方法＝出生または転入後、市役
所２階子ども政策課で配布する申請
書（市ホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、〒２５２－
８５６６座間市役所子ども政策課宛てに
郵送または直接担当へ
担当 子ども政策課

1０４６（２５２）８０２５　5０４６（２５５）５０８０

宅地内漏水にご注意を

漏水の確認
　全ての蛇口を閉めた状態で、水道
メーターのパイロット（銀色または
赤色のボタンのようなもの）が回転
しているときは、水道メーターから
蛇口までの間で漏水している恐れが
あります。また、水道メーターの検
針結果「使用水量のお知らせ」で、
前回と比べて使用水量が急増してい
る場合も、漏水の恐れがあります。
　漏水による水道料金および下水道
使用料の増額は、使用者の負担とな
ります。貴重な水資源を無駄にしな
いためにも、漏水の早期発見に努め
ましょう。
漏水の修理
　修理を行えるのは、軽微な修理（パ
ッキンの交換など）を除き、市指定
給水装置工事事業者のみです。宅地
内の給水装置の修理に係る全ての費
用は、使用者または所有者の負担と
なります。市指定給水装置工事事業
者一覧は、市ホームページをご覧に
なるか、問い合わせ先へお問い合わ
せください。
右記２次元バーコード
からもアクセスできま
す。
水道料金と下水道使用料の減額
　地下埋設管や壁体内部からの漏水
など、一定の要件を満たしていると、
水量認定により水道料金と下水道使
用料が減額される場合があります。
詳しくは問い合わせ先へお問い合わ
せください。
問い合わせ先＝水道料金お客様セン
ター1０４６（２６６）５５２０（受け付けは午
前８時３０分～午後８時。年末年始を
除く）
担当 経営総務課

1０４６（２５２）８５４１　5０４６（２５７）４１５５

消防車・救急車出動件数

火災・災害情報の問い合わせは、テ
レホンサービスへ1０４６（２５１）１３９９

�

◆国勢調査調査員
募集人数＝６００人程度　応募資格＝責
任を持って調査事務を遂行でき、調
査内容の秘密を厳守できる２０歳以上
で体力に自信がある方（警察・選挙
関係者、暴力団などの反社会的勢力

救急車（件）消防車（件）
１月～４月（累計）４月１月～４月（累計）４月
１，９７１４１３２２３５６令和２年
２，３３６５２２２５７５６平成３１年
－３６５－１０９－３４０増減


